
 

令和７年（２０２５年）第三回定例会提出議案一覧 

【条例案件】 

議番号 件名、提出理由及び主な内容等 

議第１７２号 

件名：熊本市介護保険条例の一部改正について 

 

＜改正理由＞ 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の施行に伴

い、所要の改正を行うもの 

 

＜改正内容＞ 

保険料等の賦課徴収又は還付に関する書類の公示送達に係る規定の

整備 

 

＜施行日＞ 

公布の日又は地方税法等の一部を改正する法律附則第１条第１２号

に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 

 

厚生委員会 
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熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略）  

（公示送達） （公示送達）  

第９条 法第１４３条により準用する地方税法第２０条

の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項

に規定する公示事項をいう。以下この条において同

じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号）第１条の８第１項に規定する方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をと

るとともに、公示事項が記載された書面を市役所及び

各区役所の掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務

所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲

覧をすることができる状態に置く措置をとることによ

ってするものとする。 

第９条 法第１４３条により準用する地方税法第２０条

の２の規定による公示送達は、          

                        

                        

                        

                        

                   市役所及び

各区役所の掲示場に掲示して行うものとする。 

地方税法等の一部を改正する法律

（令和５年法律第１号）の施行によ

り、公示送達は、公示事項を不特定多

数の者が閲覧できるようにし、また、

市役所内に電子計算機を置いて閲覧で

きるように行うよう規定されたため、

改正する。 

※施行日未定（地方税法等の一部を

改正する法律附則第一条第十二号

に掲げる規定の施行の日） 

【参考】令和７年議第１１２号 熊本

市税条例の一部を改正する条例 

第１０条～第１４条 （略） 第１０条～第１４条 （略）  

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日又は地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行

する。 

２ この条例による改正後の熊本市介護保険条例第９条の規定は、この条例の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、

なお従前の例による。 
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